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労
働
者
が

労
働
む
が
　
仕
事
中
に
死
亡
し
た

と
き
に
は
　
ケ
次
保
険
と
厚
生
年
金

保
険
　
国
民
年
全
か
ら
結
付
が
行
わ

れ
ま
す
。

こ
の
場
合
　
遠
撲
厚
生
年

全
等
は
全
額
支
緒
さ
れ
ま
す
が
　
労

災
保
険
は

一
定

の
嗣
埜
革
を
お
け
て

減
額
さ
れ
ま
す
。

各
法
律
に
お

い
て
　
次

の
と
お
り

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

１
　
労
装
保
険
か
ら
支
お
さ
れ
る
も
の

（貢
科
―
接
照
）

ω
　
遺
族
橋
債
年
壼

遺
旗
綿
償
年
全
は
　
労
働
者
が
仕

事
中
の
ケ
″
や
病
気
が
原
因
で
死
亡

し
た
と
さ
に
　
労
働
者
の
死
亡
当
時

そ
の
収
入
に
よ

つ
て
生
計
を
程
帝
し

て
い
た
配
標
者
（内
様
関
係
を
台
と
。

以
下
同
し
）

子
　
父
母
　
孫
　
租
父

０
及
び
兄
弟
姉
妹
の
う
ち
　
一
定
要

件
を
満
た
し
た
通
族
に
支
結
ま
れ
る

格
付
で
す
。

支
結
額
は
　
次
ベ
ー
ン
の
☆
村
１

の
と
お
り
で
す
。

な
お
　
通
族
が
希
望
し
た
と
き
に

は
　
給
付
基
礎
ど
額
の
十
日
分
を
懐

度
に
　
遺
旗
喬
債
年
金
を
ま
と
め
て

前
弘

い
す
る

「
逮
茨
補
償
午
金
商
払

一
時
金
」
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で

一
時
的
あ
る
い
は
突
舞
的
な
出
賀
が

生
じ
る
増
合
等
に
は
和
脚
す
る
と
ま

い
で
し
■
卜，
。

０
　
遺
援
特
別
支
結
金

社
会
復
掲
促
遣
等
事
案
の

一
環
と

し
て
　
遺
族
構
債
描
■
の
受
拾
権
者

に
支
持
さ
れ
ま
す
。

ω
　
遺
族
特
別
年
金

（
い
わ
ゆ
る
ボ

ー
ナ
ス
特
別
支
塙
金
）

織
付
基
礎
口
額
に
は
　
ボ
ー
ナ
ス

等

の
特
別
結
与
が
含
ま
れ
て
い
な
い

た
め
　
そ
れ
を
実
質
的
に
橋
完
し

補
ヤ
に
反
峡
さ
せ
て
い
く
目
的
で
行

わ
れ
て
い
る
の
が
い
わ
ゆ
る
ポ
ー
ナ

ス
特
別
支
絡
全
で
す
。

支
持
額
は
　
次
ベ
ー
ジ
の
資
料
１

の
と
お
う
で
す
。

ポ
ー
ナ
ス
特
別
支
給
金
に
は
　
遣

候
補
償
年
金

の
受
結
権
者
に
対
し
て

支
結
さ
れ
る
遺
撲
特
別
年
金
と
遣
旗

柿
億

一
時
金
の
受
給
橋
者
に
対
し
て

支
絡
さ
れ
る
遠
藤
特
別

一
時
空
亦
あ

り
ま
す
。

０
　
葬
察
料

労
働
者
が
と
専
中
に
死
亡
し
て
い

ま
す
の
で
　
健
康
保
険

（速
幕
帯
）

か
ら
で
は
な
く
労
災
保
険
か
ら
支
持

さ
れ
ま
す

的
　
遠
藤
福
償

一
時
金

Ｏ
遺
厳
補
慣
年
全
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
遺
旗
が
な
い
と
さ
　
Ｅ
遠

焼
構
恨
年
全
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
人
の
権
利
が
情
減
し
た
場
合
に
お

い
て
　
他
に
そ
の
逮
成
機
伎
年
全
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
く

受
様
薙
者
で
あ

っ
た
遺
法
に
対
し
支

絡
さ
れ
た
定
撲
補
ほ
年
登
及
び
題
巌

構
は
年
全
前
私

一
時
金
の
額
の
合
村

額
が
　
描
付
基
礎
国
額
の
十
日
分
に

済
た
な
い
と
言
に
　
３
の
発
合
は
千

Ｕ
分
　
②
の
鴻
合
は
子
ｇ
分
か
ら
斑

支
緒
額
を
と
し
引
い
た
額

（受
結
権

考
亦
二
人
以
上
あ
る
埼
合
は
　
接
分

し
た
額
）
が
遣
族
福
償

一
時
４
と
し

て
支
織
さ
れ
ま
す
。

２
　
社
会
保
険
か
ら
支
描
さ
れ
る
も
の

０
　
遺
族
厚
生
年
会

遣
藤
厚
生
年
空
は
　
厚
生
午
金
保

険
の
権
保
険
者
ま
た
は
接
保
険
者
で

あ

っ
た
人
が
死
亡
し
た
と
き
な
ど

一
定
要
件
を
満
た
し
た
と
さ
に
　
そ

の
遠
旗
（絞
保
険
者
等
の
死
亡
当
時

生
計
維
持
関
係
に
あ

つ
た
配
傾
者

子
　
父
母
　
軒
　
紅
父
母

（年
姉
挙

の
要
件
が
あ
る
と
に
支
緒
さ
れ
ま
す

支
給
額
は
　
老
臨
厚
生
年
全
の
報

Ｒ
比
例
部
分
の
四
分

の
三
相
当
額
で

す
。

０
　
中
高
齢
の
撃
婦
加
算

去
の
死
亡
当
時
子
の
な

い
四
十
歳

以
上
の
要
に
は
　
定
撲
厚
生
年
全

の

安
綸
権
発
生
と
同
時
に
中
高
齢
の
摩

癌
加
算
が
支
描
さ
れ
〓
す

０
　
遠
藤
墓
瞳
年
金
　
０
子
の
コ
年

額定
族
基
礎
年
全
は
　
稼
保
険
者
等

が
死
亡
し

　

一
定
要
件
に
ま
当
す
る

埼
合
に
　
子

（十
八
虚
に
蓮
す
る
日

以
後
の
援
初

の
三
月
二
十

一
日
ま
で

の
間
に
あ
る
か
　
ま
た
は
二
十
歳
求

講
て
藤
筈
等
経
の

一
核
著
し
く
は
二

酸
に
該
当
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
り

か

つ

現
に
簿
鯛
を
し
て
い
な

い
子
。

以
下
同
し
）
の
あ
る
妻
ま
た
は
子
に

安
描
さ
れ
ま
す
。

支
給
額
は
定
額
て
　
子
が
あ
る
場

合
は
子
の
歓
に
心
し
て

一
定
額
が

子
の
加
算
額
と
し
て
加
算
さ
れ
ま
す

０
　
死
亡

一
時
金

死
亡

一
時
金
は
　
死
亡
口
の
前
日

7 , 号 - 2



に
お

い
て
死
亡
日
の
属
す
る
月
の
前

月
ま
で
第

一
号
紘
保
険
者
と
し
て

過
去
に
通
算
し
て
三
年
以
上
保
険
料

を
榔
付
し
た
人
が
死
亡
し
た
場
合
で

あ

っ
て
　
子
が

い
な

い
た
め
に
透
族

基
礎
年
空
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に

死
亡
し
た
者
の
保
険
料
紺
付
着
期
間

に
応
し
て

一
時
金
と
し
て
支
絹
さ
れ

る
国
民
年
全
独
自
の
保
険
給
付
で
す
。

た
だ
し
　
そ
の
人
が
す
で
に
老
齢

基
礎
年
全
ま
た
は
障
害
基
驚
年
金
を

受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
さ
を
を
は
支

冷
さ
れ
ま
せ
ん
。

な
お
　
死
亡

一
時
全
じ
意
族
厚
生

年
全
と
予
常
さ
れ
ま
す
。

蔵
求
手
続
き

（ｍ
～
０
ま
で
は

所
語
身
的
曇
畢
監
督
署
　
ｍ
～
的
ま

で
は
告
鶴
年
全
事
務
所
）
に
優
先
瓶

位
は
あ
り
ま
せ
ん
が
　
労
災
保
険
の

手
続
さ
を
す
る
藤
に
は
　
厚
生
年
全

保
険
か
ら
も
祐
付
を
空
け
ら
れ
る
旨

を
説
明
す
る
と
と
も
に
　
遣
旗
補
償

年
金
と
通
族
厚
生
年
金
の
生
計
穣
持

閃
際
の
記
定
基
準
に
つ
い
て
ヽ
相
散

す
る
と
よ
い
て
し
ょ
う
。

ち
を
み
に
　
請
求
に
か
か
る
時
効

は
五
年

（
い
と
ｍ
は
二
年
）
で
す
。

資料1 労 資からの保険お付

輸 宜年金
姉 閉

支お金
遠猿特別年全 葦 奈 料

道僚が 1人 のも合

近ほよ 2人 0場 合

遺僚が 3人 の場合

道族が4人 以上り爆合

翻 ■垂題B類 (I)の

153日 分 ●0

401日 分

'ク■日分

Z毎 日分

300万 円

(定弱

算定喜驚日額 (2)の

153日 分 (0

四 1自 分

2238分

245B分

0015∞ 0円■縞
付喜驚日額り30●

小 また●0お 付
雲塵 日頌り60日 分

の うといすれわ高

いほうつ額

■ 指 付4E距日想

踏t4EE日 想 とは 労 的基準まにをめろ平均R至 担当額のことて 保 険奇付の算定確 驚 と,`

ものです

平均宮銀 は 平 均“金Z算 定Lイ ●“ =をうなヽ車由が発上したn HE2●ヵ,(=由 発■日'ま

合まない)に支44つた女全の驚額 (申定 したR企 を合↓)を 0カ 月の0国 監て剖つた類をいいます

2 jt定 撃通日僚

jti撃確ES猿とま 算 定基驚年額を300て ヨ,た 81のことです

算定望薩年猿 ユ 原 則として ほ 英ロツ的 1年間に 既 愛労●I=お宅 けたI― ナス尊章別盗与り

樽額に芸″=軍 定きれるものて 0支 おされた“距お,り ほ頼 0150万 円 0,04■ 奎建EI

額に30Sを 驚 すた額の″0“相当額 とを比ヽ い すれ力ほい類海【算定基準,額 となります

0 05自 H■ の章または一定の臨彗め衣気 うな妻にあつて とお付室苺口額り 175U分 です

資料2 と ,コ つ口白て境亡 したときの保険指付一覧

遺  族 子と葦またビテた'り 親合 れ 抑成とのまのも合 左ヨ以外

労央環磯

い

修

6

“

輛 ■年金は00勇)

競 閉義

通妹篤劇卓金

孝資料

n】規 tjF4(ャ “%)

の 遺ほお列0芸 金

0通 列年金

り 揮F F

Ⅲ鳩 ほ榛確■金Ca4■ )

の ■に,列 貫お金

口 ■に,別 年金

的 第 串

r笙 年全保険 0■ 接距寧 金
0非 金

何 ,古 はり身●■●
1印壇接厚生年金

国民キ金
は 遊 ヨ 寄 奪

0子 の加算預
,0死 亡一時金 nO死 亡一時金
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5人 未満事業所の代表者等
の治療にかかる結付

0 労 働者数 S人 未満の小規模事森主ダ

仕事中にケ方などをした場合 労 災保険か

らも健藤保険からもお付が受けられf 浩

霊史は全額自巳負題になるのですか

A 労 働者が仕事中にケガや病気 (儀病)

になったときは 労 災保険から族養橘4R密

付 (治療費ヒ無料)が責給 され 社 会保険

に加入 している事業所 (適用事森所)の被

保険者が 仕事ll外で傾務になったときは

健康保険から猿葉の鴛付等 (患書の負担割

合!ま3割 )がま結されます。

したがって 労 働基準法上の労自者に該

当 しない法人の代表者 または実務執行書

(以下「代表者毒Jと いう)は 労 災保険か

らも健康保険からも伍窮にかかる盛付け受

けられないこととなります。

そこで 労 災保険に加入できない代表者

等71住毒中の災音により儀癌にな。た場

合 ① 鯨 発生当時 抜 保険者数5人 未満

の社含保険適用事業所の代表苦等マ 0-

般の労働者と著しく果ならない労務に従事

しているような場合には 当 分の問 仕 事

中の傷病について 健 康保険から保険結付

を行う措置を飛しています。ただし 傷 病

手当全じ支持されません。

なお 前 記①汲胡3の 要件をおたす場合

であっても 労 災保険法における特別加入

をしている人及び労働基準法上の錦助者の

地位を41せ保有すると認められる人であっ

て 仕 事中の伽氏に対し労Ft保険から保険

捻付が行われる人は 優 藤保険の保険給付

を筆けることはで言ません。

ちなみに 自 営業者など慣人事業主が

仕事中に災書を強ったとさてtてま そ の儀轟
については国民健康保険から保険結付が受

けられます。これてま日長健康俣懐の緩保険

者への保険治付は 仕 事や 仕 事以外を聞

わす行われるためです。

公
共
職
業
副
練
を
受
け
た
い
と
き

求
聴
活
動
中
専
に
　
ハ
０
１
ワ
ー

ク
が
指
示
し
た
公
共
職
養
窺
無
を
受

語
で
き
れ
ば
か
を
り
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
副
練
は
　
コ
ー
ス

に
よ
り
桂
記
試
験
や
面
接
が
あ
り
ま

す
が
　
試
験
に
合
格
す
る
と
註
で
も

無
料
で
公
共
職
業
副
策
を
受
議
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

特
に
受
奇
開
始
日
に
雇
用
保
険
の

基
本
手
当
を
受
結
し
て
い
る
堪
合
は

そ
の
訓
練
が
修
了
す
る
ま
で
　
（所

定
結
付
日
数
を
超
え
て
）
基
本
手
当

が
支
結
さ
れ
る
他

受
説
手
当
全
一方

円
が
限
度
）
や
通
所
手
当

全
央
還
Ｒ

の
こ
と
で
月
練
四
万
二

五
〇
０
円

が
限
度
）
ま
で
支
驚
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
　
受
講
開
始
日
の
前

日
以
前
に
所
定
結
付
日
数
を
重
け
終

わ
る
と
　
そ
の
後
雇
用
保
陰
か
ら
の

結
付
は
行
わ
れ
ｆ
　
無
料
の
受
話
の

み
と
な
り
ま
す
。

帥

資格衰失後の盗続給付 (佑壊手当金2Eび

出産手当全)ヒ 鍵 康保険の加入期間が

1年以上ある被保隈者が ② 離聴日に欠動

し ① 現に捻付を受けているか ま たは軍

浩権者である場合に支給されます。

したがって 軽 聴日にたまたま出勤 し

tE事をしてい■は そ の後の継続結付は全

く受けられないことになりますが 年休(年

次有蛤休幅)を取った縄合は 縫 与の支払

いはありますが 出 動 してい富せんので

経績捻付を受けることができます。

儀霜手当全u 労 務に就かない4日 目か

ら支給されます友 告潮期間中 (3日 間)

の報翻支払いの有繁は規定されていません

ので 日 曜日毒休日が含まれていても 年

体 を使用 しても完成 します た とえば 寵

職日の4日 前に病気になり 躍 職自まで年

体を取得 した場合 護 雅日は儀相手当金は

支給されませんが 理 日から継続蛤付 (傷

病手当杢)を受けることができます。
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